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令和７年12月号

元 箱 根 

交　　番　　だ　　よ　　り

年 末 年 始 特 別 警 戒 の 実 施 

～ 年 末 年 始 を 安 全 に ～ 

  令和７年12月15日（月）から令和８年１月３日（土）までの20日間、「年末年始を安全に」をス

ローガンに、各種犯罪の防止に向けた年末年始特別警戒を実施します。 

  身近な方々と声を掛け合うなどして防犯意識を高め、年末年始を安全に過ごしましょう。 

  【実施重点】 

    ◎　特殊詐欺、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺被害防止活動の強化 

　　◎　子供と女性に対する犯罪被害防止活動の強化 

　　◎　乗り物盗に対する被害防止活動の強化 

　　◎　住宅、店舗等に対する侵入犯罪被害防止活動の強化            

年 末 の 交 通 事 故 防 止 運 動 の 実 施 

◎　期間 

　　令和７年12月11日(木)から12月20日(土)までの10日間 

◎　スローガン 

　　夕暮れに　歩行者を照らす　照time　 
しよう

　　飲酒運転は絶対に　しない・させない・許さない・そして見逃さない 

◎　重点                                      　交通ルール学習機能名称「スマートチリリンスクール」 

　○　飲酒運転の根絶                        
  ○　歩行者の安全の確保 

　〇　夕暮れ時と夜間の交通事故防止 

　〇　二輪車の交通事故防止                 
          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「かながわポリス」ダウンロード二次元コード

　 　 　 　 　 　 　 　 年末年始における暴走族対策の実施 

　　　　　　　　 ～暴走をしない・させない・ゆるさない～ 

  例年、暴走族や旧車會が年末年始の時期に、大規模な集団暴走行為等を行い、 

沿線住民や道路利用者に多大な迷惑と危険を及ぼしています。 

　そこで県警察では、年末から年始にかけて、暴走族対策を重点的に実施します。

～年末年始の運転免許手続について～ 

 　年末年始の免許窓口は大変混雑します。免許更新は原則予約制！手続はお早めに！ 

 

 

 

　


